
                              

「北海道循環型社会形成推進基本計画（第 2 次）」の策定について 

１ 趣旨 

○ 道では、「北海道循環型社会形成の推進に関する条例」（平成 20年 10月策定）に基

づき、平成 22 年 4 月に、先行計画である「北海道循環型社会推進基本計画」の達成

状況や、国の「第 2 次循環型社会形成推進基本計画」（平成 20年 3 月策定）の内容を

踏まえ、「北海道循環型社会形成推進基本計画」（以下「計画」という。）を策定し、指

標を設定のうえ、北海道らしい循環型社会形成に向けた取組を推進してきたところ。 

○ また、取組の進捗状況把握のため、指標に対する計画中間年度（平成 26 年度）の目

標値を設定し、さらに、本計画を実行性のあるものとして推進するため、計画の中間年

度である平成 26 年に、この目標の達成状況の検証結果のほか法制度や社会経済情勢

等の変化を踏まえ、見直しを行った。 

○ 計画期間は、平成 22 年度から概ね 10年とされていることから、現計画の目標の達

成状況、法制度や社会経済情勢等の変化を踏まえ「北海道循環型社会形成推進基本計画

（第２次）」を新たに策定するものである。（現計画の現状と課題については、資料２－

５「北海道循環型社会形成推進基本計画の現状と課題（第 2 次計画の策定に向けて）」

のとおり。） 

２ 計画の概要 

(1)位置付け：資料２－２「北海道循環型社会形成推進基本計画の位置づけ」のとおり 

(2)現計画の構成等 

資料２－３「北海道循環型社会形成推進基本計画［改訂版］について」のとおり 

(3)計画期間 

現 計 画：平成２２年度から概ね 10 年（中間見直し 平成 26 年度） 

   次期計画：平成３２年度から概ね 10 年（中間見直し 平成 36年度）※予定 

３ 第 2 次計画策定のポイント（主なもの） 

 ○現計画の目標値の達成状況（平成 30年度） 資料２－４ 

○国の「第四次循環型社会形成推進基本計画」の策定（平成３０年６月） 

 ○計画期間が平成３１年度までの「北海道廃棄物処理計画」の改訂（平成３１年度中） 

 ○国の「プラスチック資源循環戦略」の策定（平成３１年６月予定） 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  平成 31年 ５月 北海道環境審議会に諮問（循環型社会推進部会に付託） 

       １０月 計画素案のとりまとめ 

       １１月 計画原案に対するパブリックコメントの実施 

  平成 3２年 １月 北海道環境審議会から答申 

        3月 計画決定 

資料２－１  


